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日付 頁 内容 

4/3 

法規 

項目別問題集

P488、489 

法改正を反映して、No.1154 の問題及び解説を下記の問題及び解説に差し替えてください。 

以上のとおり、訂正をお願いいたします。 

項目別問題集への切り貼り用 

―――――――――――――――――――― 

床面積の合計が 50,000 ㎡の物品販売業を営む店舗を新築するに当たって、不特定かつ多数の者が利用する駐車場（昇降

機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものではないものとする。）に設ける駐車施設の総数が 250 の場合

は、当該駐車場には車椅子使用者用駐車施設を５以上設けなければならない。 

―――――――――――――――――――― 

バリアフリー法 14 条１項により、床面積の合計が 2,000 ㎡以上の物品販売業を営む店舗は、同法令５条六号及び令９条

の規模に該当する特別特定建築物なので、建築しようとするときは同法令 10 条から 25 条までに定める建築物移動等円滑

化基準に適合させなければならない。同法令 18 条１項により、不特定かつ多数の者が利用する駐車場には、原則として、

当該駐車場に設ける駐車施設の数に応じた所定の数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。同項二号に

より、駐車施設の総数が 250 の場合には車椅子使用者用駐車施設を５（250/100＝2.5、１未満の端数を切り上げて３。３

に２を加えて５）以上設けなければならない。 

―――――――――――――――――――― 

 

488 489

第
３
編
　
関
係
法
令

第３編　関係法令　第３節　バリアフリー法

□□□ 1150 

床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようと
する場合において、客室の総数が120室の場合は、
車椅子使用者用客室を２室以上設けなければなら
ない。 R0626

－1
★★★ 〇

バリアフリー法14条１項により、床面積の合計が2,000㎡以上のホテルは、同
法令５条七号及び令９条の規模に該当する特別特定建築物なので、建築しよう
とするときは同法令10条から25条までに定める建築物移動等円滑化基準に適合
させなければならない。同法令16条１項により、客室の総数が50以上の場合、
車椅子使用者用客室の設置が義務付けられ、客室の総数に１/100を乗じた数（１
未満の端数があるときは、端数を切り上げた数）以上設けなければならない。
したがって、設問の客室の総数が120室の場合は、120/100＝1.2の端数を切り
上げた２室以上設けなければならない。

Ａ

□□□ 1151 

床面積の合計が3,000㎡のホテルを新築するに当
たって、客室の総数が150室の場合には、車椅子
使用者用客室を２室以上設けなければならない。

R0327

－3
★★★ 〇

同上。設問の客室の総数が150室の場合は、150/100＝1.5の端数を切り上げた
２室以上設けなければならない。 Ａ

□□□ 1152 

床面積の合計が2,000㎡の旅館を新築しようとす
るときは、客室の総数にかかわらず、車椅子使用
者用客室を１以上設けなければならない。 H2926

－4
★★★ ×

バリアフリー法14条１項により、床面積の合計が2,000㎡以上の旅館は、同法
令５条七号及び令９条の規模に該当する特別特定建築物なので、建築しようと
するときは同法令10条から25条までに定める建築物移動等円滑化基準に適合さ
せなければならない。同法令16条１項により、客室の総数が50以上の場合、車
椅子使用者用客室の設置が義務付けられ、客室の総数に１/100を乗じた数（１
未満の端数があるときは、端数を切り上げた数）以上設けなければならない。

Ｂ

□□□ 1153 

床面積の合計が4,500㎡のホテルを新築するに当
たって、客室の総数が150の場合に設ける車椅子
使用者用客室について、当該客室が設けられた階
に不特定かつ多数の者が利用する便所（車椅子使
用者用便房が設けられたもの）が１以上（男子用及
び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）
設けられているときは、当該客室の便所内に車椅
子使用者用便房を設けなくてもよい。

R0725

－2
〇

設問のホテルはバリアフリー法令５条七号により特別特定建築物に該当し、床
面積の合計が4,500㎡の新築なので、同法14条１項及び同法令９条により、建
築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。令16条１項により、客室
の総数が150の場合には車椅子使用者用客室を２（150/100＝1.5、１未満の端数
を切り上げて２となる）以上設けなければならない。同条２項一号イにより、
車椅子使用者用客室には、原則として、便所内に車椅子使用者用便房を設けな
ければならないが、同号ただし書により、当該客室が設けられた階に不特定か
つ多数の者が利用する便所（車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。）が
１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けられてい
る場合は、当該客室の便所内に車椅子使用者用便房を設けなくてもよい。

Ｂ

□□□ 1154 

床面積の合計が50,000㎡の物品販売業を営む店舗
を新築するに当たって、不特定かつ多数の者が利
用する駐車場（昇降機その他の機械装置により自
動車を駐車させる構造のものではないものとす
る。）に設ける駐車施設の総数が250の場合は、当
該駐車場には車椅子使用者用駐車施設を５以上設
けなければならない。

H2926

－3
〇

バリアフリー法14条１項により、床面積の合計が2,000㎡以上の物品販売業を
営む店舗は、同法令５条六号及び令９条の規模に該当する特別特定建築物なの
で、建築しようとするときは同法令10条から25条までに定める建築物移動等円
滑化基準に適合させなければならない。同法令18条１項により、不特定かつ多
数の者が利用する駐車場には、原則として、当該駐車場に設ける駐車施設の数
に応じた所定の数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。同
項二号により、駐車施設の総数が250の場合には車椅子使用者用駐車施設を５
（250/100＝2.5、１未満の端数を切り上げて３。３に２を加えて５）以上設けな
ければならない。

Ａ

488 489

第
３
編
　
関
係
法
令

第３編　関係法令　第３節　バリアフリー法

□□□ 1150 

床面積の合計が2,000㎡のホテルを新築しようと
する場合において、客室の総数が120室の場合は、
車椅子使用者用客室を２室以上設けなければなら
ない。 R0626

－1
★★★ 〇
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Ａ
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